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○運転適性検査業務取扱規則 

昭和42年３月22日公安委員会規則第２号 

改正 

昭和46年３月公安委員会規則第５号 

平成６年12月公安委員会規則第13号 

平成６年12月公安委員会規則第15号 

平成８年８月公安委員会規則第６号 

平成10年９月公安委員会規則第８号 

平成12年５月公安委員会規則第６号 

平成14年３月公安委員会規則第３号 

平成19年９月公安委員会規則第14号 

平成21年９月公安委員会規則第17号 

平成25年６月公安委員会規則第６号 

平成25年８月公安委員会規則第７号 

平成26年５月公安委員会規則第８号 

平成29年３月公安委員会規則第２号 

令和元年６月公安委員会規則第１号 

令和３年３月29日公安委員会規則第４号 

令和４年３月30日公安委員会規則第５号 

運転適性検査業務取扱規則をここに公布する。 

運転適性検査業務取扱規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第90条第８項又は第

103条第６項の規定に基づく適性検査の受検命令又は医師の診断書の提出命令、法第102条第１項か

ら第４項までの規定に基づく臨時適性検査又は医師の診断書の提出命令、法第102条第５項又は第

107条の４第１項の規定に基づく臨時適性検査及び運転者の運転適性の相談に関する適性検査（以下

「適性検査等」という。）の実施について必要な事項を定めるものとする。 

（適性検査等の対象） 

第２条 適性検査等は、次の各号に掲げる者を対象として行うものとする。 

(１) 法第90条第８項又は第103条第６項の規定により適性検査の受検又は医師の診断書の提出を

命ぜられた者 

(２) 法第102条第１項から第４項までの規定により臨時適性検査を行うこととされている者又は

医師の診断書の提出を命ぜられた者 

(３) 法第102条第５項又は第107条の４第１項の規定により臨時適性検査を行うことができること

とされている者 

(４) 運転適性について相談のあった運転者（運転免許試験を受けようとする者を含む。） 

第３条 削除 

（適性検査等の種目） 

第４条 適性検査等は、次の各号に掲げる種目について行うものとする。 

(１) 身体的（生理機能）適性検査 

(２) 精神医学的適性検査 

（適性検査等の実施者） 

第５条 適性検査等は、青森県警察本部交通部運転免許課長（以下「運転免許課長」という。）が行

うものとする。ただし、必要と認めるときは、専門的知識を有する者に意見を求めることができる。 

（適性検査等対象者発見時の措置） 

第６条 警察署長（以下「署長」という。）は、第２条第３号に該当する者を発見したときは、速や

かに臨時適性検査該当者発見報告書（別記様式第１号）に、医師の診断書等の資料を添え、運転免

許課長を経て青森県警察本部長（以下「本部長」という。）に報告しなければならない。 

（運転適性相談受理時の措置） 
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第６条の２ 署長は、第２条第４号に掲げる者から相談を受けたときは、その者に運転適性相談書（別

記様式第２号）を作成させ、運転免許課長を経て速やかに本部長に送付しなければならない。 

（適性検査等の命令及び通知） 

第７条 第２条第１号に該当する者に対する命令は、適性検査受検命令書（別記様式第３号）又は診

断書提出命令書（別記様式第４号）により行うものとする。 

２ 第２条第２号に該当する者に対する臨時適性検査の通知は、臨時適性検査通知書（別記様式第５

号、別記様式第５号の２又は別記様式第６号）により、また、医師の診断書の提出命令は、診断書

提出命令書（別記様式第４号、別記様式第５号の３又は別記様式第５号の４）により行うものとす

る。 

３ 第２条第３号又は第４号に掲げる者で臨時適性検査が必要と認められるものに対する当該検査の

通知は、臨時適性検査通知書（別記様式第６号）により行うものとする。 

（適性検査等の方法） 

第８条 第２条に掲げる者を対象として行う適性検査等は、対象者の状態に応じて、青森県公安委員

会（以下「公安委員会」という。）が認定した医師による診断又は運転適性検査機器その他運転者

の適性検査等に必要な機器を用いた方法により行うものとする。 

（適性検査等結果の処理） 

第９条 運転免許課長は、適性検査等を行った結果、適性検査等を受けた者の運転免許の拒否又は取

消処分が必要であると認めたときは、本部長を経て、公安委員会に報告しなければならない。 

２ 前項の報告は、関係書類を添え、文書により行うものとする。 

３ 公安委員会は、第１項の報告を受けたときは、速やかに必要な処分の決定をするものとする。 

４ 運転免許課長は、第２条第４号の運転者に係る適性検査等を行った結果、運転適性を有すると認

めるときは、当該運転者に対し運転適性相談終了書（別記様式第７号）を交付するものとする。 

（医師の届出） 

第10条 法第101条の６第１項の規定による届出は、届出書（別記様式第８号）の提出その他本部長が

別に定める方法により行うことができるものとする。 

２ 法第101条の６第２項の規定による確認の要求は、要求書（別記様式第９号）の提出その他本部長

が別に定める方法により行うことができるものとする。 

３ 前項の要求を受けた公安委員会は、回答書（別記様式第10号）により回答するものとする。 

４ 法第101条の６第４項の規定による通知は、届出移送通知書（別記様式第11号）により行うものと

する。 

（運転免許の効力停止処分の解除等） 

第11条 法第104条の２の３第１項の規定による運転免許の効力の停止処分の解除は、運転免許の効力

停止処分解除通知書（別記様式第12号）により行うものとする。 

２ 法第104条の２の３第２項の規定による弁明の機会の付与は、弁明通知書（別記様式第13号）によ

り行うものとする。 

（費用の負担） 

第12条 適性検査等に要する費用の負担については、別に定めるところによる。 

（委任） 

第13条 この規則の施行に関して必要な事項は、本部長が定める。 

附 則 

１ この規則は、昭和42年４月１日から施行する。 

２ 青森県道路交通規則（昭和35年12月青森県公安委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則（平成19年公安委員会規則第14号） 

この規則は、平成19年９月10日から施行する。 

附 則（平成21年公安委員会規則第17号） 

この規則は、平成21年10月１日から施行する。 

附 則（平成25年公安委員会規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年公安委員会規則第７号） 
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この規則は、平成25年９月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成26年公安委員会規則第８号） 

この規則は、平成26年６月１日から施行する。 

附 則（平成29年公安委員会規則第２号） 

この規則は、平成29年３月12日から施行する。 

附 則（令和元年公安委員会規則第１号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月29日公安委員会規則第４号） 

（施行期日） 

第１条 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書

類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

２ 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

附 則（令和４年３月30日公安委員会規則第５号） 

この規則は、令和４年５月13日から施行する。 

別記様式第１号（第６条関係） 
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別記様式第２号（第６条の２関係） 
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別記様式第３号（第７条関係） 
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別記様式第４号（第７条関係） 
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別記様式第５号（第７条関係） 
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別記様式第５号の２（第７条関係） 
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別記様式第５号の３（第７条関係） 
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別記様式第５号の４（第７条関係） 
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別記様式第６号（第７条関係） 
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別記様式第７号（第９条関係） 
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別記様式第８号（第10条関係） 
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別記様式第９号（第10条関係） 
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別記様式第10号（第10条関係） 
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別記様式第11号（第10条関係） 
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別記様式第12号（第11条関係） 
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別記様式第13号（第11条関係） 
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